
一
頁 

 ○
総
務
省
令
第 

 
 

号 

 

独
立
行
政
法
人
郵
便
貯
金
・
簡
易
生
命
保
険
管
理
機
構
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
の
二
第
二
項

第
一
号
及
び
第
十
八
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
独
立
行
政
法
人
郵
便
貯
金
・
簡
易
生
命
保
険
管
理
機
構
に
関

す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成 

 

年 
 

月 
 

日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

総
務
大
臣 

野
田 

聖
子 

 
 

 
 

 

独
立
行
政
法
人
郵
便
貯
金
・
簡
易
生
命
保
険
管
理
機
構
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

 

独
立
行
政
法
人
郵
便
貯
金
・
簡
易
生
命
保
険
管
理
機
構
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
九
年
総
務
省
令
第
九
十
八
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う 

。
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

別
紙
２ 



二
頁 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

改 
 

正 
 

後 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改 
 

正 
 

前 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（
不
可
欠
な
費
用
の
額
の
算
定
方
法
） 

第
十
一
条
の
二 

法
第
十
八
条
の
二
第
二
項
第
一
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
直
近
の
郵
便
局
ネ
ッ
ト
ワ 

ー
ク
の
維
持
の
状
況
を
基
礎
と
し
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
合
計
し

て
算
定
す
る
方
法
と
す
る
。 

一 

郵
便
局
（
日
本
郵
便
株
式
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
郵
便
局
を

い
い
、
同
法
第
六
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
日
本
郵
便
株
式
会
社
の
営
業
所
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
及

び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
） 

あ
ま
ね
く
全
国
に
お
い
て
郵
便
局
で
郵
便
の
役
務
、
簡
易
な
貯
蓄
、
送
金
及

び
債
権
債
務
の
決
済
の
役
務
並
び
に
簡
易
に
利
用
で
き
る
生
命
保
険
の
役
務
（
次
号
及
び
次
条
に
お
い
て
「 

郵
政
事
業
に
係
る
基
本
的
な
役
務
」
と
い
う
。
）
が
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
も
の
と
な

る
よ
う
に
郵
便
局
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
最
小
限
度
の
規
模
の
郵
便
局
に
よ
り
構
成
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お

け
る
次
に
掲
げ
る
費
用
の
額
の
合
計
額 

イ 

人
件
費 

ロ 

賃
借
料
、
工
事
費
そ
の
他
の
郵
便
局
の
維
持
に
要
す
る
費
用 

ハ 

現
金
の
輸
送
及
び
管
理
に
要
す
る
費
用 

ニ 

固
定
資
産
税
及
び
事
業
所
税 

二 

簡
易
郵
便
局
（
簡
易
郵
便
局
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
十
三
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
簡

易
郵
便
局
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
） 

簡
易
郵
便
局
で
郵
政
事
業
に
係
る
基
本
的
な
役
務

が
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
最
少
限
度
の
委
託
に
要
す
る
費
用
の
額 

 

［
新
設
］ 

（
拠
出
金
の
額
の
算
定
方
法
） 

第
十
一
条
の
三 

法
第
十
八
条
の
三
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
同
項
に
規
定
す
る
合
計
額
を
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
費
用
に
相
当
す
る
額
ご
と
に
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
按あ

ん

分
す
る
方
法
と
す

る
。 

一 

前
条
第
一
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
費
用
（
ロ
に
掲
げ
る
費
用
に
あ
っ
て
は
、
郵
政
事
業
に
係
る
基
本
的
な

役
務
の
利
用
者
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

郵
政
事
業
に
係
る
基
本
的
な
役
務
の
利
用
者
の
範
囲
及

び
利
用
状
況
を
勘
案
し
て
、
郵
便
窓
口
業
務
（
日
本
郵
便
株
式
会
社
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
郵
便
窓

口
業
務
を
い
う
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
銀
行
窓
口
業
務
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
銀
行
窓
口
業

務
を
い
う
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
保
険
窓
口
業
務
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
保
険
窓
口
業
務

を
い
う
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
見
込
ま
れ
る
利
用
者
に
よ
る
郵
便
局
の
利
用
の
度
合
に
応

じ
て
按あ

ん

分
す
る
方
法 

二 

前
条
第
一
号
ロ
（
前
号
に
掲
げ
る
費
用
を
除
く
。
）
、
ハ
及
び
ニ
並
び
に
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
費
用 

 

日
本
郵
便
株
式
会
社
法
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
総
務
省
令
第
三
十
七
号
）
別
表
に
規
定
す
る
整
理
方
法
に

準
ず
る
方
法
に
よ
り
按あ

ん

分
す
る
方
法 

三 

郵
便
局
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
支
援
業
務
（
法
第
十
八
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
郵
便
局
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
支
援

業
務
を
い
う
。
）
に
関
す
る
事
務
の
処
理
に
要
す
る
人
件
費
、
物
件
費
そ
の
他
の
費
用 

第
一
号
及
び
前
号

に
掲
げ
る
費
用
に
相
当
す
る
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
郵
便
窓
口
業
務
、
銀
行
窓

口
業
務
及
び
保
険
窓
口
業
務
に
按あ

ん

分
し
て
得
た
額
の
合
計
額
に
応
じ
て
按あ

ん

分
す
る
方
法 

 

［
新
設
］ 

（
端
数
計
算
） 

 



三
頁 

  

第
十
一
条
の
四 

法
第
十
三
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
交
付
金
又
は
法
第
十
八
条
の
三
第
一
項
の
拠
出
金
の
額
に
百 

円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
る
。 

［
新
設
］ 

備
考 
表
中
の
［ 

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ 

 



四
頁 

   
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 
こ
の
省
令
は
、
独
立
行
政
法
人
郵
便
貯
金
・
簡
易
生
命
保
険
管
理
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

三
十
年
法
律
第
四
十
一
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）

の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行

す
る
。 

（
拠
出
金
の
額
の
算
定
方
法
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
二
条 

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
の
属
す
る
年
度
（
改
正
法
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
年
度
を
い
う

。
）
に
お
け
る

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
独
立
行
政
法
人
郵
便
貯
金
・
簡
易
生
命
保
険
管
理
機
構
に
関
す
る
省
令
第
十
一
条
の
三

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
三
号
中
「
郵
便
局
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
支
援
業
務
を
い
う

。
）
」

と
あ
る
の
は

「
郵
便
局
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
支
援
業
務
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ

。
）
」

と
、
「
そ
の
他
の
費
用
」
と
あ

る
の
は
「
そ
の
他
の
費
用
（
前
年
度
に
お
け
る
郵
便
局
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
支
援
業
務
に
関
す
る
事
務
の
処
理
に
要
し
た

費
用
を
含
む

。
）
」

と
す
る
。 

  


